通所介護重要事項説明書

　当事業所は、ご利用者に対して指定通所介護サービスを提供するに当たり、事業所の概要、

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
１．事業者
1） 法人名　　　特定非営利活動法人　ほっと大東
2） 所在地　　　雲南市大東町新庄２８３番地１
3） 代表者　　　理事長　　嘉　藤　　彰
4） 電話番号　　　（０８５４）－４３－８００８
5） 設立日　　　平成１２年１１月９日
２．事業所
１）種　　類　　指定通所介護事業所

　　　　　　　　島根県指定事業所番号　　　３２７１４００４８７

２）名　　称　　デイサービス　新庄

３）目　　的　　事業所は、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営まれるよう支
援することを目的として、通所介護サービスを提供します。

４）所在地　　雲南市大東町新庄２８６番地１

５）電話番号　　（０８５４）－４３－８０５５

６）ＦＡＸ番号　（０８５４）－４３－８０５６

７）開設年月　　平成２１年５月１日

８）利用定員　　３０名

９）運営方針　　イ）事業所の通所介護従業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に
利用者の立場に立った指定通所介護の提供に努めます。

　　　　　　　　　　ロ）通所介護の提供に当っては、関係市町村、居宅介護支援事業者その他地域の保健・医療・福祉サービス提供者との密接な連携を図りながら、常に利用者の心身の状況、要望及びその置かれている環境等を踏まえて適切に行う。特に認知症状態にある利用者に対しては、必要に応じその特性に対応したサービスの提供ができる態勢を整える。

　　　　　　　　　　ハ）前項の規定に基づき提供した指定通所介護については、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとする。

　　10）管理者　　　　安部　美香
３．実施地域

雲南市大東町、加茂町、木次町
　　　　４．職員の配置
　　　通所介護サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しております。
	職　　　種
	職務の内容
	配置する員数

	管　理　者
	施設業務及び職員の管理
	1名(常勤)

	生活相談員
	生活指導・サービスの計画
	サービス提供時間数に応じて1名以上配置

	介護職員
	介護全般
	単位ごとに専従で1名以上配置

	看護職員
	健康・衛生状態の管理
	単位ごとに1名以上配置

	機能訓練
	機能訓練
	単位ごとに1名以上配置

	栄養士
	栄養管理
	1名(常勤)

	調理師
	給食の調理
	若干名

	運転手
	送迎
	若干名

	事務職員
	事務・経理
	2名以上(常勤)


 ５. 営業日及び営業時間

１）営業日　　　　毎週　月曜日から土曜日まで

　　（１２月３０日～翌年１月３日までは除く。）
２）営業時間　　　　午前９時１５分　～　午後４時３０分まで

　　（但し突発的な事情かつ短期間を条件に、2時間を越えない範囲での時間延長には対
　　　応します）
３) 天候・交通事情等により、営業時間の短縮や休業とする場合があります。
止むを得ず営業時間を短縮する場合、その原因がご利用者の準備遅延や心身の状況に限らず、悪天候や災害発生、感染症の発生などご利用者や職員の危険回避を理由とする場合は、通常の営業時間として扱います。
 ６. 提供するサービスと利用料金

6） 介護保険の給付の対象となるサービス

　　　＜サービス利用料金（１回当り）＞

　　　下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（介護度によって異なります）

　　　１．ご利用者の要介護度とサービス利用料金　
	
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	基　本　料　金
	6,580
	7,770
	9,000
	10,230
	11,480

	入浴加算Ⅱ（１日）
	550
	550
	550
	550
	550

	◆機能訓練加算(Ⅰ)イ（１日）
	560
	560
	560
	560
	560

	◆機能訓練加算(Ⅰ)ロ（１日）
	760
	760
	760
	760
	760

	★ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ(1回)
	220
	220
	220
	220
	220

	若年性認知症利用者受入加算(1日)
	600
	600
	600
	600
	600


◆の加算項目はその日の機能訓練指導員の配置状況によって変わります。
★の加算項目は支給限度額管理の対象外となります。

※介護職員等処遇改善加算(1)　＝　(基本利用料+各種加算を加えた総利用料)×9.2%の利用料の１割が加算されます。従って毎月の利用状況によって加算額は変動します。
※ご家族により送迎された場合、片道につき利用者負担額を47円減額します。

※介護保険給付額は介護報酬の９割です。

※利用者負担額は介護報酬の１割です。ただしご利用者の年収によっては２割負担または３
割負担となる場合がありますので、お手元の「介護保険負担割合証」をご確認ください。
※ご利用者の要介護認定等の結果が出るまでにご利用された利用料については請求を保留し、
要支援または要介護の認定を受けた後にまとめて請求させていただきます。
介護保険の給付対象とならないサービス

　➀　食事提供に要する費用　                        　　 １食当り　７００円

　➁　営業時間を超えて利用される場合               １時間当り　２，０００円
　➂　実施地域外の送迎費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 １kmにつき３０円
　➃　レクリェーション　　　　ご利用者の希望により、レクリェーションや各種活動に参

加して頂くことができます。　　　この場合は実費をいただきます。
⑤　その他　　　　おむつや処置に使用する衛生材料は、原則として家庭で準備されたものを使用します。ただし止むを得ずデイサービスの備品を使用した場合は、実費をいただきます。また栄養改善に係る栄養補助食品についても同様に、デイサービスから提供した場合には実費をいただきます。
7） 利用料金のお支払い方法
１ヶ月ごとに料金の合計額を計算し、翌月２０日までに利用者に請求します。

お支払方法は原則金融機関からの口座振替とさせていただきます。

指定金融機関は以下の通りです。

山陰合同銀行、島根銀行、しまね信金、ゆうちょ銀行、JAしまね

引き落とし日は２２日(休日の場合は翌営業日)です。

その他のお支払方法による場合は、その旨をお申し出ください。その場合は請求月の２５日

までにお支払いください。

事業者は、利用者からの料金支払いに対して領収書を発行します。

４) 利用の中止・変更・追加

　➀　利用予定日の前に、ご利用者の都合により通所介護サービスの利用を中止(キャンセル)、又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出下さい。

　　ただしサービス実施日前日の１７時を過ぎてキャンセルの申し出があった場合(前日夜間の担当ケアマネージャーへの連絡を含む)には、キャンセル料として食事代のみ負担をお願いします。

　➁　サービス利用の変更、追加の申出に対して、事業所の稼動状況によりご利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を提示して協議します。
　７. サービス利用に当たっての留意事項

◎食　事　　　　　　　サービス利用中の食事は、特段の理由がない限り事業所の提供する食事を摂取していただきます。
◎飲酒・喫煙　　　　　飲酒・喫煙ともにお断りします。

◎設備・備品の利用　　本来の用途に従ってご利用ください。これに反した利用により破損等が生じた場合は、弁償いただく場合があります。
◎物品等の持込　　　　他の利用者に迷惑となる物の持ち込みはお断りします。また利用者間の物品の交換や、他の利用者へ渡すための物品の持ち込みもお断りします。
◎金銭・貴重品管理　　基本的にデイサービスで現金が必要となることはありません。したがって事業所があらかじめ案内する「お買い物ツアー」等のための現金持参を除き、財布や現金の持ち込みはお断りします。
　　　　　　　　　　　またこれに反して持ち込まれた財布や現金の紛失に対しては、事業所は責任を負いません。
◎勧誘活動　　　　　　他の利用者への宗教活動やその他の勧誘活動はご遠慮ください。
◎ペットの持込　　　　ペットの持ち込みはお断りします。
◎ハラスメントの禁止　事業者やサービス従事者または他の利用者に対する暴言、暴力、ハラスメントはご利用者のご家族、関係者も含め固くお断りします。
　※事業者からの申し入れにもかかわらず留意事項が遵守されない場合は、ご利用をお断りするこ
とがあります。
イ) 事業者、および事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た情報、および行政機関から提供を得た利用者、およびその家族に関する情報、又は秘密を正当な理由無く第三者に提供しません。
ロ)事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、
利用者の個人情報を用いません。
ハ)事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に
おいて、当該家族の個人情報を用いません。
　９. 緊急時の対応方法

サービスの提供中に事故や疾病による様態の変化等があった場合、事前の打合せにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡するなど、迅速に適切な対応を行います。

	主　治　医　氏　名
	

	　　　　連　絡　先
	　０８５４－

	ご　家　族　氏　名
	

	連　絡　先
	　０８５４－


　10. 非常災害対策

1） 防災の対応

消防計画に基づき、速やかに消火活動に努めるとともに、避難、誘導にあたります。

2） 防災設備

防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等必要設備を設けます。

3） 防災訓練

消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、職員および利用者が参加する消火通報、

避難訓練を年間計画で実施します。

　　４) 災害発生により、サービス提供前に固定電話や携帯電話等のすべての通信手段が使えない
　　　　状況にある場合、その日のサービス提供は休止します。
　　　　サービス提供中の災害発生によりご利用者の自宅送りが困難と判断した場合、通信の状
　　　　況に関わらずご利用者には施設内に留まってもらい、そのまま宿泊していただくことも
　　　　あり得ます。
　11. 虐待防止に関する事項
　　　 事業者は利用者の虐待は行いません。また利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の
措置を講ずるものとします。
　　　(1)　虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
　　　(2)　利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
　　　(3)　その他虐待防止のために必要な措置
　2　 事業者はサービス提供中に、当該事業所従業員または介護者(利用者の家族等、高齢者を介
　　　護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを雲南市に
　　　通報するものとします。
　12. サービス内容に関する苦情

　　　通所介護に関する相談、要望、苦情等は、当事業所職員か下記窓口までお申し出下さい。

　　◇当事業所の担当窓口　　～　　事務局　　中　井　　俊
　　　電話番号　　　　４３－８００８　　　　ＦＡＸ番号　　　４３－８００７

　　　受付時間　　～　　毎週　月曜日から土曜日　　９時　～　１７時

　　　当事業所は相談、要望、苦情等については、誠意をもって迅速に対応いたします。

◇当事業所以外に下記の相談、苦情窓口に苦情を伝えることができます。

雲南市の場合は下記の窓口があります。

　雲南広域連合（木次町）　介護保険課　　　電話番号　　４７－７３４２
　

　13．第三者評価
　　　第三者による評価は行っていません。
指定通所介護サービスの提供開始に当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

　説明日　　令和　　　年　　　月　　　日
　指定通所介護事業所　　デイサービス　新庄

　　　　　　　　　　　　説明者職名　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　印
　　　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始に同意しました。

　同意日　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　利用者　　住所　　雲南市　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　家族代表者　  住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　
※家族代表者とは、ご利用者の家族・親族を代表してご利用者と同等に利用契約の締結や、デイサービス事業所との意見交換ができる方をいいます。
　また法律に定める成年後見人も、家族代表者に含むものとします。
（　令和7年4月1日　改定　）
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